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はじめに

1636年 に北 東 ア ジ ア で誕 生 した 満 洲 人 王 朝 の清 朝 は,勃 興 期 か らモ ンゴ ル

へ の支 配 を拡 大 し,天 聡10年(1635)に は チ ャハ ル 王家 を降 して 内 モ ン ゴ ル

の盟 主 とな り,康 煕 朝(1662-1722)に はハ ルハ=モ ンゴ ル を,雍 正朝(1723-1735)

に は青 海 ・チ ベ ッ トを,乾 隆朝(173Cr1795)に は新 彊 を勢 力 下 に 収 め た 。

清 朝 にお い て,こ れ らモ ン ゴル ・青 海 ・チ ベ ッ ト ・新 彊 に 関 す る 事 務(藩

部(1)事 務)を 管 轄 す る行 政 機 関 で あ っ た の が理 藩 院 で あ る。 理 藩 院 は,そ

の前 身 を 「蒙 古 衙 門」 とい い,元 来 は モ ンゴ ル 関 連 の 諸 事 務(モ ンゴル事務)

の処 理 機 関 と して 設 置 され た もの で あ った 。 清 朝 の 版 図 拡 大 に と も ない ,理

藩 院 は チベ ッ ト関連 や新 彊 の トル コ系 ム ス リム 関 連 の事 務 も管轄 す る よ う に

な るが,主 要 な職 務 は あ くまで モ ンゴ ル事 務 の 処 理 で あ っ た(2)。

こ の理 藩 院 に お い て不 可 欠 で あ った の が,モ ン ゴル事 務 を適切 に処 理 で き

る だ けの モ ンゴ ル語 能 力 を有す る 人員 の存 在 で あ る。 張永 江 氏 ・察志 純 氏 は,

こ の人 員 の 主体 が八 旗 蒙 古(3)に 所 属 す る 蒙古 旗 人 で あ っ た と指 摘 して い る

[張1989:p.157,pp.171-173]・[1993:p.173]。 また筆 者 も,清 朝 が 入 関 前

～ 康 煕 朝 に お い て 理 藩 院 の 尚書 ・侍 郎 お よ び司 官(郎 中 ・員外 郎 ・主事(4))

を蒙 古 訣(蒙 古旗人 に割 り当て られたポス ト)と 位 置 づ けて い た こ と を明 らか に

してい る[村 上2005:pp.156・158]。 これ らの研 究成 果 は,理 藩 院 にお け るモ
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ンゴル事務の処理の中心的担い手が蒙古旗人であったことを示している(こ

のことについては本稿第一章でも検討を加える)。

このことに加え,筆 者は,理 藩院官員を経験 した蒙古旗人の中か ら,理 藩

院高官(尚 書・侍郎)や モンゴル ・チベットを管轄する駐防官(将 軍・都統 ・大

臣)と して活躍する人物が多数輩出されていることを見出している[村 上

2004:pp.3-5]。 この事実は,理 藩院が藩部事務の管轄機関であると同時に,

藩部関連の重要職務をになう大官の供給源でもあったことを示唆している。

そこで本稿では,理 藩院における蒙古旗人官員(蒙 古官員)の 任用 ・昇進に

関する諸規定,お よび理藩院蒙古官員から理藩院高官,モ ンゴル ・チベット

管轄の駐防官に昇進した人物の履歴を検討し,理 藩院における蒙古旗人の任

用 ・昇進体系を明らかにし,清 朝における官僚登用システムの一端を究明す

る。

なお,引 用史料中の 〔 〕は筆者が補ったもの,()は 筆者による註記

である。

第一章 理藩院における司官 ・筆帖式職の設置状況

本章では,理 藩院の司官 ・筆帖式職の設置状況を概観する(5)。

理藩院に郎中 ・員外郎が設置されたのは順治18年(1661)の ことである。

この年,清 朝は順治16年 に礼部の所属機関とした理藩院を再び六部 と同列

の行政機関に格上げし,理 藩院にも六部と同様に実務処理機関である清吏司

を設け(6),郎 中11名 ・員外郎21名 を置いた。続いて康煕6年(1667)に は

4つ の清吏司に主事各1名 を置いた(7)。 これら理藩院司官の職は,康煕朝 『大

清会典』(康煕29年 告成,康 煕25年 までの記事を含む)で は 「蒙古鉄」(8)と 位

置づけられており[村 上2005:pp.15Fr158],当 時の任官者の多 くも蒙古旗人

であったと推測される(9)。

雍正朝に入ると,理 藩院司官に満洲鉄が設置されていることが確認できる。

雍正10年(1732)告 成の雍正朝 『大清会典』(雍正5年 までの記事を含む)巻9,
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吏部7,官 制7,蒙 古訣除授陞補条の割 り注には,理 藩院郎中は満洲6名 ・

蒙古5名,理 藩院主事は満洲2名 ・蒙古5名 と定められたことが記されてい

る(10)。理藩院員外郎については 「十九鉄」とだけ記 されているが,こ れは

蒙古鉄 のみの数で,当 時29名 の理藩院員外郎の内訳が満洲10名 ・蒙古19

名であったことを示 している(11)。

乾隆29年(1764)告 成の乾隆朝 『欽定大清会典』(乾隆27年 までの記事を含

む(12))で は,巻3,吏 部,官 制1に,理 藩院の満洲鉄 ・蒙古鉄の定員数が

明記されている。その記載によれば,郎 中は満洲6名 ・蒙古5名,員 外郎は

満洲18名 ・蒙古18名,主 事は満洲4名 ・蒙古5名 であった。その後,清 朝

は乾隆42年 に満洲員外郎1名 の削減と蒙古郎中1名 の増員を,同49年 には

満洲郎中2名 ・満洲員外郎6名 ・満洲主事2名 の削減とi蒙古郎中2名 ・蒙古

員外郎6名 ・蒙古主事2名 の増員を行い,嘉 慶4年(1799)に は満洲郎中 ・

満洲員外郎各1名 を宗室訣に変更する(13)。光緒25年(1899)告 成の光緒朝 『欽

定大清会典事例』(光緒22年 までの記事を含む)巻20,吏 部,理 藩院条に記 さ

れている各清吏司の理藩院司官の定員数をまとめると,郎 中が満洲3名 ・宗

室1名 ・蒙古8名,員 外郎が満洲10名 ・宗室1名 ・蒙古24名,主 事が満洲

2名 ・蒙古7名 となる。

続いて理藩院筆帖式の設置状況である。同職に関しては,康煕朝『大清会典』

の編纂時においてすでに満洲訣 ・蒙古訣 ・漢軍訣が存在 した。康煕朝 『大清

会典』巻3,吏 部1,官 制1,理 藩院条に記されている理藩院筆帖式の定員

数は,満 洲11名,蒙 古41名,漢 軍2名 である。その後,清 朝は康煕28年

11月 に満洲筆帖式を8名,漢 軍筆帖式を4名 増員 し,雍 正11年 に満洲筆帖

式を17名,蒙 古筆帖式を14名 増員 した。乾隆朝 『欽定大清会典』巻3,吏 部,

官制1,理 藩院条に記 されている理藩院筆帖式の定員数は,満 洲36名,蒙

古55名,漢 軍6名 である。その後は,光 緒6年 に満洲筆帖式が4名 削減さ

れるのみである(14)。

では,理 藩院において満洲 ・蒙古両旗人の間には職務上どのような相違が

あったのだろうか。まず理藩院司官に関しては,雍 正6年9月 の吏部の議覆
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に 「また調べましたところ,理 藩院に設けた郎中五員 ・員外郎十九員 ・主事

五員は,モ ンゴル事務を専門に司 ります(後 述 〈史料6>の 一部)」 という記載

がある。ここでの郎中 ・員外郎 ・主事の人数は,前 述の雍正朝 『大清会典』

巻9に 記されている理藩院の蒙古鉄の数 と同じである。すなわち 「モ ンゴル

事務を専門に司」るとされているのは蒙古司官だけであり,満 洲司官は含ま

れていないのである。

また 『清高宗実録』巻647,乾 隆26年10月 辛卯[26日]条 には,次 のよ

うな記載がある。

〈史料1>

本 日,理 藩院官員を引見 したところ,そ のうち四人が清語(満 洲語)に

熟練 していないというだけでなく,甚 だしきに至ってはできない者 もい

る。彼 らはみな満洲官であ り,処 理するのもまた満洲事務である。清語

に習熟 していなくて,ど うやって事務を処理するのか。

本 日引見理藩院官員,内 有四人不但清語生疎,甚 至有不能者。伊等皆満

洲官,所 辮又係満洲事務。不諸清語,何 以辮事。

ここで乾隆帝は,理 藩院の 「満洲官」,す なわち満洲旗人の官員(満 洲官員)

が処理するのは 「満洲事務」であ り,満 洲語能力ができなくて何の仕事がで

きるのかと叱責しているが,モ ンゴル語能力の要否やモンゴル事務に従事す

るか否かについてはまったく言及 していない。清朝は,蒙 古旗人にはモンゴ

ル語習得を奨励 し,モ ンゴル語教育を施したが[村 上2007:pp.18-21],満 洲

旗人にはこれを実施 しておらず,彼 らをモンゴル事務の担い手 として養成 し

ようとした形跡 も見 られない。

これ らのことから,雍 正朝以降,理 藩院においてモンゴル事務の担当者 と

されたのは蒙古官員だけであり,満 洲官員はモンゴル語能力を必要 としない

職務に従事していたと判断される。
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第二章 理藩院官員の任用 ・昇進 に関する清朝の方針

本章では,清 朝が理藩院官員の任用 ・昇進に関 してどのような方針を持っ

ていたのかについて,康 煕朝 ・雍正朝 ・乾隆朝以降に分けて検討していく。

(1康 煕朝

康煕帝の理藩院官員の任用 ・昇進に関する基本方針 は,『康煕起居注』康

煕20年(1681)12月21日 条にある康煕帝と大学士 らのやり取 りか ら見て取

れる。

〈史料2>

大学士 ・学士が折本 を捧げて面奏 し,理 藩院が題本により本院(理 藩院)

官員 と各部院衙門官員をともに相互に昇進 ・転任させたいとし,そ れを

吏部がよいと議准 したことについて旨を請 うた。上(康 煕帝)は 「理藩

院はもとよりともにモンゴル語に通暁する者を用いる。いま 〔理藩院 と

各部院衙門との問で〕互相に 〔官員を〕転任 させれば,恐 らく 〔理藩院で〕

ことごとくモンゴル語に通 じていない人を用いることになってしまい,

職務が弛緩 して しまう。吏部 ・理藩院に上諭を下 してこのことを知 らし

めよ」といった。

大学士 ・学士随捧折本面奏請旨,為 理藩院題請以本院官員与各部院衙門

官員一体互相陞転,吏 部議准行事。上日,理 藩院原倶用通蒙古語者。今

互相転補,恐 致霊用不通蒙古語之人,事 不至廃弛乎。着諭吏部 ・理藩院

知之。

ここで大学士らは,理 藩院が本院(理 藩院)官 員と(六 部等の)各 部院衙門の

官員を相互に昇進 ・転任 させ ることを可能としたいと題奏し,吏 部もこれに

賛同したことを康煕帝に上奏した。これに対して康煕帝は,職 務でモンゴル

語を使用 しない各部院衙門の官員を理藩院で任用すると,モ ンゴル語に通暁
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していない者が理藩院官員に就 く恐れがあるとして,こ の意見を却下 したの

である。この記載から,当 時の清朝が,モ ンゴル語に通暁していない者が理

藩院官員 とならないよう理藩院と六部等衙門との問での人事交流を制限して

いたことがわかる。

ただ,こ の方針は康煕27年3月 に一部変更された。『清聖祖実録』巻134,

康煕27年3月 庚子[30日]条 には次のような記載がある。

〈史料3>

吏部が議覆するに 「理藩院郎中の鉄員には,旧 例では,本 衙門(理 藩院)

員外郎をもって沓送 し,題 奏 して任用 しており,各 部院の事例 と同じで

はありません。今後は沓送することを止め,各 部衙門の蒙古員外郎 ・内

閣蒙古侍読 とともに俸を論 じて昇進させるべ きです。理藩院員外郎につ

いても,各 部員外郎 〔の例〕のとお りに一緒に俸を論 じ昇進 ・転任させ

たい」と。このとおりに行う。

吏部議覆 理藩院郎中員鉄,旧 例,将 本衙門員外郎盗送題補,与 各部院

事例不一。嗣後応停其沓送,与 各部衙門蒙古員外郎,内 閣蒙古侍読 論

俸陞補。其理藩院員外,亦 照各部員外,一 体論俸陞転。従之。

この議覆で吏部は,旧 例では理藩院郎中を任用する際に理藩院員外郎の中か

ら候補者を選び,題 奏させてから決定 していたが,こ れは理藩院以外の各部

院の事例とは違うとして,今 後は理藩院員外郎のほか,六 部等の各部院の蒙

古員外郎や内閣蒙古侍読 を候補者の中に加えて選ぶべ きであるとしている。

また吏部は,理 藩院員外郎に関しても,六 部員外郎の例に倣い,一 緒に昇進

を議論するようにしたいと述べている。この議覆はすべて裁可された。この

決定により,蒙 古員外郎から蒙古郎中への昇進に関 してのみ,理 藩院と六部

等衙門との間の人事交流が可能となった。

しか し,こ の決定が有効であったのはわずか10余 年に過 ぎない。康煕38

年7月,康 煕帝は,六 部の蒙古司官は無用であるとして,こ れらのポス トを
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す べ て 撤 廃 して しま う[村 上2005:pp.154155]。 こ れ に よ り,理 藩 院 と六 部

等 衙 門 の 間 にお け る蒙 古 司 官 の 人 事 交 流 そ れ 自体 が 不 可 能 に な っ た の で あ

る。 こ の よ う な状 況 は,康 煕57年9月 に六 部 蒙 古 司 官 の ポ ス トが 再 設 置 さ

れ る(15)ま で 約20年 間つ づ く。

(2)雍正朝

康煕57年(1718)に おける六部蒙古司官職の再設置後,清朝は雍正6年(1728)

9月 に理藩院 ・六部等衙門における蒙古官員の任用 ・昇進のあ り方について

改めて議論 し,規 定を定めた。同月8日,理 藩院が国子監で教育を受けてい
フ ル ダ ン

る蒙古旗人の官学生 ・監生の任用のあ り方に関して上奏を行い,傅 爾丹(16)

らによって審議 された後に雍正帝に議覆が提出される(17)。以下,こ の議覆

の関係箇所を引用 し,そ の内容を検討する

〈史料4>

理藩院は 「国子監蒙古官学生は八旗の旗ごとに二十名います。彼 らはと

もに内閣中書 ・本院(理 藩院)筆 帖式に任用します。臣の部(理 藩院)が

処理する事務はともにモ ンゴル事件であり,も し清字(満 洲文字)の 繕写

の試験だけで彼 らを内閣や理藩院で用いれば,そ のモ ンゴル語の文語 ・

ロ語能力はモ ンゴル事務を処理するに不十分で,殊 に無益です。今,皇

上は 「満洲官学生が筆帖式の試験を受けるときには,と もに満漢翻訳 と

繕写の試験によって選抜せ よ」と旨を降しました。今後,八 旗蒙古の官

学生・監生が筆帖式の試験を受ける際にも,ま さに満蒙翻訳と繕写によっ

て選抜するようにしたい」と上奏 しています。調べたところ,雍 正五年

十一月内に旨を奉 じまするに 「今後筆帖式人員を任用するのに,繕 写の

試験を行 うのを停止 し,と もに翻訳の試験 を行って選抜するように」と

あります。此を欽めり。欽み遵ったことが棺案にあ ります。ただ,理 藩

院はモンゴル事務 を専門に司ってお り,モ ンゴル語の文語 ・口語に通暁

していない者では事務を処理することがで きません。まさに 〔理藩院が〕
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請うごとく,八 旗蒙古官学生 ・監生の内に,満 洲語 ・モンゴル語の文語 ・

口語 を翻訳で きる者がいれば,吏 部が理藩院と会同して一緒に試験 を

行って採用 し,各 部院の蒙古筆帖式に訣員が出た際に順々に任用するべ

きです。

理藩院奏称,国 子監蒙古官学生,八 旗毎旗二十名,伊 等倶係内閣中書 ・

本院筆帖式補用。臣部辮理倶係蒙古事件,若 止将伊等考試繕写清字,用

干内閣・臣院,其 蒙古字・話不及干辮理蒙古事務 殊属無益。今皇上降旨,

満洲官学生考試筆帖式,倶 以満漢翻訳繕写考試挑取。請嗣後八旗蒙古官

学生 ・監生考試筆帖式,亦 応倶以満洲蒙古翻訳繕写挑取,等 語。査雍正

五年十一月内奉旨,嗣 後補用筆帖式人員,停 止其考試繕写,倶 考試翻訳

挑取,欽 此。欽遵在案。但理藩院専司蒙古事務,非 通暁蒙古字 ・話之人

不能辮理。応如所請干八旗蒙古官学生 ・監生内,有 能翻訳満洲蒙古字 ・

話者,吏 部会同理藩院公同考取,以 各部院蒙古筆帖式訣出,挨 次補用。

〈史料5>

また 〔理藩院は〕「八旗蒙古監生 ・官学生のうち,漢 文を学習 し満漢翻

訳の試験 を受けたいと願う者がいれば,こ れまでどお り試験 を受けさせ

たい」と上奏しています。調べたところ,八旗の筆帖式に任用する人員は,

欽 しんで諭旨を奉 じまするに,「 ともに翻訳の試験を受けさせて選抜せ

よ」とあ ります。今,八 旗蒙古監生 ・官学生のうち,漢 文を学習し満漢

翻訳の試験を受けたいと願う者があれば,ま た 〔理藩院が〕請うごとく,

満漢翻訳の試験 を受けさせるべきです。合格 した後,吏 部等衙門の蒙古

筆帖式に鉄員が出たら,試 験 して合格 した人員と一緒に順々に任用 した

いo

又 〔理藩院〕奏称,八 旗蒙古監生 ・官学生内,有 学習漢文情願考試満漢

翻訳者,令 其照常考試 等語。査八旗補用筆帖式人員,欽 奉諭旨,倶 令

考試翻訳挑取。今八旗蒙古監生 ・官学生内,有 学習漢文,情 願考試満漢

翻訳者,亦 応如所請令其考試満漢翻訳。取中後 以吏部等衙門蒙古筆帖
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式訣出,与 考試取中人員一体補用。

〈史料6>

また調べたところ,理 藩院に設けた郎中五員・員外郎十九員・主事五員は,

モンゴル事務を専門に司 ります。もし別の部院の人員を理藩院官員に昇

進させれば,モ ンゴル事務に習熟できません。 もし理藩院の人員を別の

部院の官員に昇進 させれば,別 部の事務にも益があ りません。今後は,

理藩院に訣員が出れば,理 藩院蒙古筆帖式,各 口駅靖および将軍駐防 ・

チャハル等処の蒙古筆帖式,な らびに理藩院筆帖式から試験に合格して

任用 された中書 ・助教 ・五官正等から,お おむね旗分を問わず全体で俸

を較べて昇進 させ,主 事から本院(理 藩院)員 外郎に昇進させ,員 外郎

から本院郎中に昇進させ,郎 中まで昇進 した ら六部の満洲 ・蒙古郎中と

一緒に俸を較べて昇進 ・転任させるようにしたい。 このようにすれば,

彼 らは理藩院において仕事に長 く携わることになり,事 務を処理するの

に実に有益です。また,内 閣蒙古侍読二員 ・太僕寺蒙古員外郎二員 ・盛

京刑部蒙古員外郎二員 もまたモ ンゴル事務を専門に司る人です。今後鉄

員が出た ら,理 藩院蒙古主事の内か らおおむね旗を問わず全体で俸を較

べて昇進させ,員 外郎 ・侍読からはなお理藩院郎中に昇進 させ,郎 中ま

で昇進 したら六部 〔郎中〕 とともに俸を較べて昇進 ・転任 させるように

したい。

再査,理 藩院額設郎中五員 ・員外郎十九員 ・主事五員,係 専司蒙古事務。

若将別部人員陞補理藩院,干 蒙古事務不能諸練。若将理藩院人員陞補別

部,干 別部事務亦属無益。嗣後,理 藩院鉄出,請 干理藩院蒙古筆帖式,

各口駅靖及将軍駐防並査吟児等処蒙古筆帖式,井 由理i院 筆帖式考取補

用之中書 ・助教 ・五官正等,概 不論旗分通行較俸陞補,由 主事陞補本院
ママ

員外郎,由 員外郎陞補本院郎中。陞至郎中,再 干六部蒙 〔満〕洲蒙古郎

中一体較俸陞転。如此則伊等在理藩 〔院〕行走 日久,其 干辮理事務実為

有益。又内閣蒙古侍読二員 ・太僕寺蒙古員外郎二員 ・盛京刑部蒙古員外
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郎二員係亦専司蒙古事務之人。嗣後鉄出,請 干理藩院蒙古主事内概不論

旗通行較俸陞補 由員外郎 ・侍読 伍陞補理藩院郎中,至 郎中,再 与六

部較俸陞転。

〈史料7>

また六部蒙古郎中六員,員 外郎 ・主事六員,都 察院監察御史二員は,元

来 ともに理藩院 ・六部の蒙古人員を全体で(区 別せずに)昇 進 させる訣で

す。いま理藩院の人員は,すでに別部には昇進・転任 させないとしました。

今後は六部蒙古主事に鉄員が出れば,吏 部等衙門の蒙古筆帖式ならびに

吏部等衙門の蒙古筆帖式か ら試験に合格 して任用された中書 ・五官正等

を,旗 分を問わず全体で俸を較べて昇進させ,主 事から六部蒙古員外郎

に昇進させ,員 外郎か ら六部蒙古郎中 ・御史に昇進させ,郎 中 ・御史ま

で昇進 した ら各部院の満洲郎中 ・理藩院郎中と一緒に俸を較べて昇進さ

せたい。
ママ

又六部蒙 〔古〕郎中六員,員 外郎・主事六員,都 察院監都 〔察〕御史二員,

原倶係理藩院 ・六部蒙古人員通行陞補之鉄。今理藩院人員既不令其陞転

別部。嗣後,六 部蒙古主事鉄出,請 将吏部等衙門蒙古筆帖式並由吏部等

衙門蒙古筆帖式考取補用之中書 ・五官正等,概 不論旗分通行較俸陞補,

由主事陞補六部蒙古員外郎,由 員外郎陞補六部蒙古郎中・御史,陞 至郎中・

御史,再 干各部院満洲郎中 ・理藩院郎中一体較俸陞転。

まず 〈史料4>で 理藩院は,蒙 古官学生(各 旗20名(18))は 内閣蒙古中書 ・

本院(理 藩院)蒙 古筆帖式 としてモンゴル事務に従事させる人員なので,蒙

古官学生 ・監生を筆帖式に任用する際には,従 来のように満文の繕写のみを

課すのではなく,満 文 とモンゴル文の繕写 ・翻訳を課す ようにしたい,と 上

奏 した。おそらくこれ以前,清 朝は蒙古官学生 ・監生がモンゴル語に通暁 し

ていることを前提に,満 洲語ができれば理藩院での職務もこなせるとして,

満洲語の繕写試験だけで蒙古筆帖式を選抜 していたのだと思われる。 しか し
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雍正朝には,蒙古旗人のモンゴル語能力の低下が深刻な問題となっていた(19)。

そこで理藩院は,蒙 古官学生 ・監生を理藩院蒙古筆帖式に任用する際,満 洲

語だけでなく,モ ンゴル語および満蒙翻訳の能力を試験するようにしたいと

考えたのだろう。そして傅爾丹 らもこの意見に賛同し,満 蒙翻訳ができる蒙

古官学生 ・監生については,吏 部 と理藩院の合同開催の試験に合格 した者 を

「各部院衙門」の蒙古筆帖式に任用したいとした。

〈史料5>で は,理 藩院が,蒙 古監生 ・蒙古官学生(〈史料4>に あるように,

本来は満蒙翻訳を習得し,モ ンゴル事務に従事すべき人員)の 中で漢文を学び,満

漢翻訳試験を受けたいという者については,こ れまでどおり受けさせるよう

にしたい,と 上奏 している。傅爾丹 らもこの上奏に賛同し,満 漢翻訳試験 を

希望する蒙古監生 ・蒙古官学生には希望どお りに試験を受けさせ,合 格者は

「吏部等衙門」の蒙古筆帖式として任用 したいとした。

〈史料6>・ 〈史料7>は,〈 史料5>の 傅爾丹 らの議覆の続 きである。〈史

料6>の 文中にある 「郎中五員 ・員外郎十九員 ・主事五員」とは,前 述のよ

うに当時の理藩院の蒙古司官の数である。ここで傅爾丹 らは,モ ンゴル事務

に熟練 した人員を養成するため,理 藩院官員とした蒙古旗人は六部等の他の

部院衙門では任用せず,理 藩院蒙古主事に鉄員が出た場合には理藩院 ・各口

駅姑等の蒙古筆帖式(20),あ るいは理藩院筆帖式から試験に合格 して内閣(蒙

古)中 書 ・国子監(蒙 古)助 教(21)・欽天監五官正等に任用された者の中から,

旗分を問わず適任者 を選出し,そ の後は理藩院内で員外郎,郎 中へ と昇進さ

せたいとした。なお理藩院郎中については,六 部の満洲郎中 ・蒙古郎中と同

じ規定で昇進 ・転任 させたいと述べている。また内閣蒙古侍読 ・太僕寺蒙古

員外郎 ・盛京刑部蒙古員外郎についても,モ ンゴル事務 を専門に処理する人

員であるとして,理 藩院蒙古員外郎 と同じ規定で昇進 ・転任させたいとした。

〈史料7>は,六 部の蒙古司官等の任用に関して意見を述べた箇所である。

ここで傅爾丹 らは,六 部の蒙古司官と都察院の蒙古監察御史には理藩院 ・六

部のどちらの蒙古人員を任用 してもよいとしていたのを改め,六 部蒙古主事

には六部蒙古筆帖式及び同職出身の内閣中書 ・欽天監五官正等を任用 し,六
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部蒙古員外郎は六部蒙古主事か ら,六 部蒙古郎中 ・都察院蒙古監察御史は六

部蒙古員外郎か ら任用 したいとした。なお六部蒙古郎中 ・御史については,

六部満洲郎中や理藩院郎中らとともに昇進させたいと述べている。これと〈史

料6>と を総合すると,要 するに傅爾丹らは,蒙 古旗人に関しては理藩院と

六部等衙門との問で人事交流を行わず,理 藩院筆帖式等の出身者(モ ンゴル語

能力が必要)は その後 も理藩院司官等のモンゴル事務の担当官員 として昇進 ・

転任させるようにし,六 部等衙門筆帖式の出身者(モ ンゴル語能力を必要とし

ない)は 六部等衙門の官員として昇進 ・転任 させるようにし,郎 中について

は六部と理藩院 満洲旗人と蒙古旗人の相違を区別せずに昇進させたい,と

提案 したのである。

雍正帝は以上の議覆を全て裁可した(22)。これにより次のことが決定した。

第一に,蒙 古官学生・蒙古監生のうち,満 蒙翻訳試験に合格した者は理藩院・

六部等を含む 「各部院衙門」の蒙古筆帖式に,満 漢翻訳試験に合格 した者は

理藩院を除 く 「吏部等衙門」の蒙古筆帖式に任用することが定まった。当時

の規定では,八旗監生・官学生の任官先の衙門は特に限定されていない(23)が,

〈史料6>の 決定により満漢翻訳試験の合格者のみ任官先が理藩院を含まな

い吏部等衙門に限られることになったのである。

ただ,こ の3年 後の雍正9年8月,雍 正帝は蒙古翻訳科挙の開催を命 じた

上諭で,満 蒙翻訳試験の合格者は理藩院で用い,漢 文の試験(文 科挙)の 合

格者は理藩院以外の部院衙門で用いるよう指示 している[村 上2002:p.65]。

また乾隆朝 『欽定大清会典則例』巻4,月 選1,考 試満洲蒙古繕訳条には,

蒙古筆帖式の任用に関して次のような規定がある。

<史料8>

雍正六年議准す らく,蒙 古挙人 ・貢 ・監 ・生員 ・官学生 ・義学生等で,

満漢翻訳の試験に合格 した者は各部部院衙門の蒙古筆帖式に引用するの

を除き,満 洲語 ・モンゴル語の文語 ・口語の翻訳ができる人にして,吏

部が理藩院と会同してに行 う試験に合格 した者は,理 藩院蒙古筆帖式と
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して旗に按 じて順々に任用する。

雍正六年議准,蒙 古挙人 ・貢 ・監 ・生員 ・官学生 ・義学生等,除 考試満

漢経訳取中者,以 各部部院衙門蒙古筆帖式補用外,其 能経訳満洲蒙古字

語之人,由 部会同理藩院考試取中者,以 理藩院蒙古筆帖式按旗挨次補用。

この条文は前述 〈史料4>と 〈史料5>を 要約 ・改訂 した内容となっており,

官学生 ・監生 ・挙人 ・貢生 ・生員 ・義学生等の蒙古旗人子弟の中で,満 漢翻

訳試験に合格 した者は 「各部部院衙門」(〈史料5>の 「吏部等衙門」に相当)の

蒙古筆帖式に,満 蒙翻訳試験に合格 した者は 「理藩院」蒙古筆帖式に任用す

ると定めている。<史料4>で は満蒙翻訳試験の合格者の任官先を理藩院に

限定してはいないが,蒙 古旗人のモンゴル語衰退が深刻化 していたこの時期

には,満 蒙翻訳に通暁した蒙古旗人子弟は理藩院のモンゴル事務の処理を委

ねられる稀少な存在であったはずであり,そ の彼 らをモンゴル語能力を必要

としない六部等衙門で用いるのは有益とはいえない。したがって 〈史料4>

の裁可後も,満 蒙翻訳試験に合格 した者が六部等衙門の筆帖式に任用される

ことはほとんどなく,そ の実態を踏まえて 〈史料8>の 条文が作成されたの

だと推測される。

第二に,モ ンゴル事務の処理を担当する理藩院等の衙門とそれ以外の六部・

都察院等の衙門との間における蒙古官員の人事交流を制限することを改めて

決定 した。前述のように,清 朝は康煕朝にも理藩院と六部等衙門の問におけ

る蒙古官員の人事交流を制限していたが,そ の主眼は六部等衙門の蒙古官員

を理藩院で用いることを禁じ,モ ンゴル語に通じていない者が理藩院官員に

なることを防 ぐことにあった。理藩院から六部等衙門への異動については,

雍正6年 まで理藩院蒙古官員の六部蒙古司官 ・都察院監察御史への昇進を可

能 としていた(〈史料7>参 照)こ とから判断 して,康 煕帝もこれを認めてい

た可能性がある(少 なくとも康煕57年 における六部蒙古司官の再設置後は認めてい

たであろう)。しかし雍正朝に入ると,清 朝は蒙古旗人のモンゴル語能力低下

が問題 とな り,モ ンゴル語に通 じた官員が理藩院から流出することを防 ぐ必
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要が出て きた。そこで満蒙翻訳を担当する蒙古筆帖式 ・中書に任用 した者に

ついてはその後も理藩院等のモ ンゴル事務担当官員 として昇進させるように

し,六 部等衙門の官員には任用 ・昇進させないことを決定 したのである。ま

た六部等衙門の蒙古官員に任用 した者についても,六 部等衙門の中で昇進さ

せるようにし,理 藩院等のモンゴル事務担当官員に任用 ・昇進 させないこと

を改めて定めた。

なお満洲司官に関しては,蒙 古司官のように理藩院と六部等の間での人事

交流 を制限するというような規定は存在 しない。また満洲筆帖式についても,

蒙古筆帖式のように言語別の試験により任官先が分かれるというような制度

は存在しない。本節で論 じた理藩院官員の任用 ・昇進規定は,あ くまで清朝

がモ ンゴル事務の担当者と位置づけていた蒙古旗人のみを対象 としたもの

だったのである。

(3)乾隆朝以降

乾隆朝に定められた蒙古旗人の任用 ・昇進規定としては,乾 隆朝 『欽定大

清会典則例』巻4,吏 部,文 選清吏司,月 選1,六 部理藩院蒙古司官升転条

に次のような記載がある。

〈史料9>

乾隆三年に議准すらく,六 部出身の人員が六部員外郎にまで昇進 し,理

藩院出身の人員が理藩院員外郎 ・太僕寺員外郎 ・内閣侍読にまで昇進 し

た ら,こ の二種類の人員は,均 しく全体で俸を論じて昇進させる。六部・

理藩院員外郎が郎中にまで昇進 したら,ま た各部院の満洲郎中等の官と,

同じ例で俸を較べて昇進 ・転任させる。また蒙古の科甲人員(文 科挙の合

格者)は,理 藩院司官には任用せず,六 部司官として用いる。

乾隆三年議准,六 部出身人員,升 至六部員外郎,理 藩院出身人員,升 至

理藩院員外郎 ・太僕寺員外郎 ・内閣侍読,二 項人員,均 通行論俸升補。

六部理藩院員外郎,升 至郎中,再 与各部院満洲郎中等官,一 例較俸升転。
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又蒙古科 甲人員,不 補理藩院司官,以 六部司官用。

すなわち乾隆3年(1738),清 朝は,員 外郎 ・内閣侍読にまで昇進 した蒙古旗

人については六部 ・理藩院間で人事交流を行えるよう規定を改め,六 部出身

の蒙古員外郎の理藩院蒙古郎中への昇進および理藩院出身の蒙古員外郎 ・内

閣侍読の六部郎中への昇進を認めたのである。これは前述 した康煕27年 の

規定 〈史料3>と 同様の内容となっている。理由は詳 らかではないが,清 朝

は員外郎以上の蒙古旗人の人事については柔軟なほうがよいと考えたようで

ある。その他,蒙 古郎中の昇進および文科挙の合格者の任用のあり方につい

ては,雍 正朝の規定 と同じ内容となっている。

その後,道 光朝にはこの規定の主要部分の再確認と若干の変更が行われた

ことが,光 緒朝 『欽定大清会典事例』巻20,六 部理藩院欽天監等処蒙古司官

升転条の記載からわかる。道光2年(1822),清 朝は欽天監蒙古筆帖式を理藩

院等衙門出身人員と同様に六部司官には昇進させないと定めた。清朝は,乾

隆25年 に欽天監蒙古筆帖式には満蒙翻訳試験に合格 した者を用いると定め

てお り(24),試 験内容から考えれば彼 らを理藩院蒙古筆帖式 と同 じように扱

うことは当然といえる。むしろ,な ぜ道光2年 になって改めてこの規定を設

けたのか疑問であるが,そ の理由は不明である。また道光4年 には 〈史料6>・

〈史料7>・ 〈史料9>の 内容を再確認するような規定を設けたが,蒙 古郎中

については満洲郎中と同じ規定では昇進 ・転任させないようにすると定めて

いる(そ の理由は不明である)。

以上,本 章では理藩院官員の任用 ・昇進に関する清朝の方針と,そ れに基

づいて定められた諸規定について検討 してきた。その結果,清 朝が康煕朝か

ら理藩院等のモンゴル事務担当衙門とモ ンゴル事務に携わらない六部等衙門

との間における蒙古旗人の人事交流を制限していたこと,雍 正朝以降に満蒙

翻訳の担当者として任用 した者をその後もモ ンゴル事務担当官員として昇進

させ,満 漢翻訳の担当者 として任用 した者及び文科挙の合格者を六部等衙門
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の官員として昇進 させるようにしたことが明らかになった。

このようにして確立 した理藩院における蒙古旗人の任用 ・昇進体系は,康

煕朝にはモンゴル語に通暁していない者が理藩院等のモンゴル事務担当官員

になることを防ぐものとして機能し,雍 正朝以降にはこれに加えてモンゴル

語に通暁した官員が理藩院から流出することを防ぐものとしても機能したで

あろう。ただ,そ れ以上に注目されるのは,か かる人事体系の存在が,モ ン

ゴル ・チベット関連の重要職務をになう大官の輩出につながったことである。

上述の諸規定に基づいてモンゴル事務担当官員として昇進を重ねた蒙古旗人

の中からは,の ちに理藩院高官やモンゴル ・チベッ ト管轄の駐防官としても

活躍する人物が多数輩出されている。次章では,そ の具体例を紹介 したい。

第三章 モンゴル事務専門家 として重用 された蒙古旗人

まず,モ ンゴル事務担当官員から理藩院高官,モ ンゴル ・チベ ット管轄の
ナヤ ンタ イ ボ ヒ ン サイシヤンガ

駐防官へ と昇進をはたした蒙古旗人の典型例 として,納 延泰 ・博興 ・饗尚阿

の3名 を取 り上げたい。

納延泰(?～1762)は,乾 隆前半 において軍機i大臣兼理藩院尚書として長

期にわたり藩部事務を統轄した人物である。正藍旗蒙古(乾 隆12年2月 から正

白旗蒙古)・薩爾都克氏の人で,雍 正元年(1723)正 月に理藩院筆帖式から理

藩院主事に昇進 し,同 年4月 に理藩院員外郎,同3年 に理藩院郎中に就いた。

雍正5年 には理藩院額外侍郎に抜擢 され,同10年 には理藩院侍郎に任用 さ

れる。この他,雍 正年間には対ジュンガル戦の北路軍営で参賛大臣をつとめ

ている。そして乾隆3年(1738)4月,納 延泰は理藩院尚書に任命され,ジ ュ

ンガル平定後の同25年 まで20年 以上にわた り同職をつとめた(25)。またこ

の期間,彼 は軍機大臣を兼任 し,軍 機処においてモ ンゴル語文書の作成に従

事 していた(26)。

博興(?～1818)は,乾 隆末年以降 理藩院侍郎 ・庫倫辮事大臣 ・察吟爾

都統 ・理藩院尚書等を歴任 した人物である。正白旗蒙古 ・博爾吉特氏の人で,



清朝 の理藩院における蒙古 旗人の任用 ・昇進体系(161)

乾隆19年 に翻訳生員(")か ら理藩院筆帖式 となり,同27年 に盛京刑部主事,

同31年 に理藩院主事,同35年 に理藩院員外郎に任 じられた。乾隆40年 には,

タルバガタイの台吉の承襲に関する案件で処理に遺漏があったとして理藩院

主事に降格されるが,同45年 に再び理藩院員外郎に任用され,同50年4月

には理藩院郎中に昇進 した。乾隆50年10月 以降は,新 彊の和聞辮事大臣,

喀什鳴爾;,;大 臣をつとめ,同55年 には理藩院郎中に再任 された。そ して

乾隆57年 正月,博 興は理藩院右侍郎に抜擢され,同 年8月 か らは庫倫辮事

大臣,乾隆60年9月 か らは察吟爾都統 をつ とめ,嘉慶6年(1801)に 北京に戻っ

て理藩院尚書に就任する ㈱ 。乾隆帝は,こ の博興を 「モンゴル語 ・モ ンゴ

ル事務に習熟 した」人物と評 している[村 上2003:p.39]。

奏尚阿(?～1875)は,道 光後半から成豊初年にかけて理藩院尚書 ・軍機

大臣 ・内閣大学士等を歴任 した人物である。正藍旗蒙古 ・阿魯特氏の人で,

嘉慶21年 に翻訳挙人 とな り,道 光5年(1825)に 理藩院筆帖式に任用され,

同7年 に理藩院主事,同9年 に理藩院員外郎,同10年 に理藩院郎中に昇進

した。 この間,道 光8年 には満漢軍機章京の中で序列一等に選ばれ,叙 勲を

受けている。道光11年 には内閣侍読学士に任用され,同13年4月 には理藩

院右侍郎 に昇進 した。道光14年 正月,饗 尚阿は工部右侍郎に転任するが,

同17年7月 には察吟爾都統に任用 され,同18年12月 には理藩院尚書に就

任 した。その後 饗尚阿は道光21年 正月に軍機大臣に抜擢 され,同 年4月

には工部尚書に転任する(29)が,同 時に理藩院事務の管理を命ぜ られ,少 な

くとも道光27年 まで理藩院事務を管理する立場にあった(30)。また彼は,モ

ンゴル語 と満洲語 ・漢語の対応辞典,モ ンゴル語文法の解説等からなる 『蒙

文指要』 を編纂 したモンゴル語学者としても知られる[春 花2005]。

以上にあげた3人 の蒙古旗人に共通する特徴 として,第 一に,理 藩院筆帖

式から理藩院主事,理 藩院員外郎,理 藩院郎中へ と,理 藩院の内部において

昇進を重ねたことが指摘できる。彼 らの履歴か ら,雍 正朝か ら道光朝にかけ

て,前 章で示した理藩院官員の任用 ・昇進体系に沿った形での蒙古旗人の昇

進が実際に行われていたことが確認される。第二に,こ の3人 は,現 存史料
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からモンゴル語 に通暁していたことが知 り得る。蒙古旗人のモンゴル語能力

低下が進む中にあって,モ ンゴル語 ・満蒙翻訳の能力を評価 されて理藩院蒙

古筆帖式に任用 され,そ の後理藩院の中で蒙古主事,蒙 古員外郎,蒙 古郎中

と昇進 を重ねた彼 らは,そ れぞれの時期において最高水準のモンゴル語能力

をもつ人物であったと考えてよいだろう。第三に,彼 らが長期にわたり藩部

統治関連の重要官職をつ とめていることが挙げられる。納延泰は20年 以上

もの間,一 貫 して理藩院尚書(軍 機大臣兼任)を つとめてお り,そ の在任期間

は清一代を通 じて最長である。博興 も庫倫辮事大臣を約3年,察 吟爾都統を

約6年,理 藩院尚書 を約8年 つとめている。暴尚阿は,理 藩院侍郎 ・察恰爾

都統 ・理藩院尚書の在任期間は決 して長いとはいえないが,理 藩院尚書を離

任後 も6年 以上にわたり軍機大臣として理藩院事務 を管理 しており,こ の期

間も藩部事務に大 きな影響を与えうる立場にあった。こうした人事が行われ

た理由の一つが,理 藩院の蒙古官員からのたたき上げである彼 らの実務能力・

経験に対する評価 ・期待にあったことは間違いない。

このほかにも,上 記の3人 とほぼ同様の特徴をもつ蒙古旗人は多数存在す

る。筆者が[村 上2004]で 指摘 したように,乾 隆後半に理藩院高官あるいは
リオボ　ジユ クイシユ テ ク シ ン スンユン

モ ン ゴ ル ・チ ベ ッ ト管 轄 の 駐 防 官 に 就 い た 留 保 住 ・奎 鉦 ・特 克 慎 ・松 笏 ・

フジユン タ イ ブ ツ エ バ ク グン チユ ク ジヤ ブ フォジユ プ フ

富俊 ・台布 ・策巴克 ・貢楚克#L布 ・佛住 ・普福は,い ずれも理藩院官員の出

身で,モ ンゴル事務の専門家 といえる蒙古旗人である。

また以下の人物 も,理 藩院あるいは内閣のモ ンゴル事務担当官員か らたた

き上げた,モ ンゴル事務専門家の蒙古旗人であったと判断される。

テ グ テ
・特古戚:旗 籍不明(31)

康煕56年4月14日,理 藩院郎中から理藩院侍郎に昇進(32)。この3日 前,

康煕帝は理藩院侍郎の人選に関 して 「モ ンゴル事情をよく熟知する人を選

んで具奏せよ(将 熟悉蒙古事体去得之人掠選具奏)」(33)と命じており,こ こか

ら特古戚がモ ンゴル事情を熟知 した選 りす ぐりの人材であったことが窺え

る。その後,康煕61年12月 から雍正11年12月 まで理藩院尚書をつとめた。
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モンゴル事情を熟知 し,理 藩院侍郎 ・理藩院尚書を計15年 以上もつ とめ

ていることから,理 藩院の蒙古官員としてモンゴル事務の処理経験 を積ん

だ人物であったと推定される。

センゲ
・僧格:正 白旗蒙古?(34)

康煕年間に理藩院筆帖式から内閣侍読学士 に昇進。雍正5年 か ら同11年

までチベ ットに駐留。雍正9年12月(35)か ら同11年12月 まで理藩院額

外侍郎,そ の後乾隆3年4月 まで理藩院尚書をつとめた(36)。

ジユンフオボ　

・衆佛 保:鍍 藍 旗蒙 古(37)

雍 正 元 年10月,理 藩 院 郎 中 か ら 内 閣 学 士 に 昇 進(38)。 雍 正4年5月 ～ 同

10年12月,理 藩 院 侍 郎(39)。 雍 正 朝 に ジ ュ ン ガ ル との 交 渉 に 従 事[澁 谷

2008]。 乾 隆10年 ～ 同14年,西 寧辮 事 大 臣 と して 青 海 モ ンゴ ル ・チ ベ ッ

トに関 す る案件 を処 理 した(40)。

バンディ

・班第(?～1755):鍍 黄旗蒙古,博 爾済吉特氏(r満 漢名臣伝』巻44,班 第列伝)

康煕56年,官 学生から内閣(蒙 古)中 書に任用。康煕57年2月 か ら欽天

監五官正,理 藩院堂主事,内 閣(蒙 古)侍 読,内 閣(蒙 古)侍 読学士,内 閣

学士を歴任 し,雍 正5年 に理藩院侍郎に就任。す ぐに内閣学士に転任する

も,雍 正10年12月,再 び理藩院侍郎に就任 し(41),乾 隆3年4月 まで同

職をつとめた。その後,兵 部侍郎,湖 広総督,兵 部尚書,駐 蔵辮事大臣等

を歴任。乾隆20年 正月から,定 北将軍としてジュンガル征討軍の北路軍

営を指揮。史料上か らは,班 第がモ ンゴル語に通 じていた形跡が見て取れ

る(42)。

ユポ　
・玉保(?～1757):鍍 白旗蒙古,烏 朗牢済勒門氏(『満漢名臣伝』続集巻7,玉

保伝)

雍正朝から理藩院筆帖式,理 藩院主事,理 藩院員外郎,理 藩院郎中を歴任 し,
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乾隆3年4月 から同21年12月 まで約18年 間,理 藩院の左右侍郎をつ と

めた。

タ ンカ ル
・唐喀禄(?～1757):正 藍旗蒙古,他 塔嘲氏(r満 漢名臣伝』巻38,唐 喀禄列伝)

雍正13年,筆 帖式から理藩院堂主事に昇進。乾隆6年 に理藩院員外郎に

就任。乾隆21年11月 ～同22年9月 には理藩院侍郎をつ とめた。乾隆帝

は 「前 に唐喀禄 を,モ ンゴル語ができるというので,副 都統街 を賞与 し,

アムルサナーの遊牧を管轄するようにと派遣 した」(43),「員外郎唐喀禄は

モンゴル事務をわかっている」㈲ と評 している。

ウ レ ム ジ
・伍勒穆集:正 紅旗蒙古(45)

乾隆27年11月,理 藩院郎中から光禄寺卿に昇進(46)。乾隆30年5月,乾

隆帝は引見 した国子監蒙古教習がモンゴル語を話せないことを見抜き,国

子監にモンゴル語教育を専管する兼管国子監蒙古事を置 くことを決定し,

同職に署理藩院侍郎の伍勒穆集を任用 した(47)。乾隆32年2月 ～同36年

8月,伍 勒穆集は理藩院侍郎をつ とめ,そ の退任後 も唐古特学の管理や翻

訳の仕事を行うよう命 じられた(48)。

フ デ
・福 徳:鑛 白旗 蒙古

乾 隆13年 の 時 点 で 理 藩 院員 外 郎(49)。 乾 隆28年 か ら同41年 まで,庫 倫 辮

事 大 臣,理 藩 院 の 左 右 侍 郎,科 布 多 参 賛 大 臣等 を歴 任[村 上2003:pp.44-

46]。 乾 隆 帝 は 「〔理 藩 院〕 侍 郎 福 徳 は モ ンゴ ル語 に通 暁 し,モ ンゴ ル事 務

に も非 常 に習 熟 して い る(侍 郎福徳 通 暁蒙古語言,而於蒙古事務 亦頗習熟)」(50)

と評 して い る。

ベクン
・伯 昆(栢 現,柏 埜):正 黄旗 蒙古(51)

乾 隆17年 の 時 点 で 理 藩 院筆 帖 式 。 乾 隆24年,礼 部 郎 中。 乾 隆26年 か ら

帰繧 道,陳 西 按 察使 湖 北 布 政使 な どを歴 任(52)。 乾 隆29年,乾 隆 帝 は 「栢



清朝 の理 藩院における蒙古旗 人の任用 ・昇進体系(165)

現(伯 昆)は モ ン ゴル 語 に習 熟 して い る(栢 現熟習蒙古語)」(53)と して伯 昆

を カ シ ュ ガル に派遣 。乾 隆37年 ～ 同40年 には庫 倫 辮 事 大 臣 をつ とめ た。

以上の事例から,前 章で示 した理藩院における蒙古官員の任用 ・昇進体系が,

モンゴル事務専門家の蒙古旗人大官の輩出システムとして機能していたこと

が窺われよう。

一方,同 じ蒙古旗人であっても,文 科挙 ・満洲翻訳科挙等をへて六部 ・都

察院等の衙門の官職に就いた者は,基 本的に理藩院の官職に任官することは

なく,理 藩院高官やモンゴル ・チベ ット管轄の駐防官を長期間つ とめること

もなかった。例えば,乾 隆10年 に文進士となり,乾 隆20年 代に工部右侍郎,

戸部右侍郎,軍機大臣等の要職を歴任 した正白旗蒙古の夢麟(?～1758)(54)や,

乾隆26年 に文進士 となり,河 南学政 ・内閣学士 ・順天府郷試副考官 ・武会

試正考官等を歴任 した蒙古正黄旗の嵩貴(?～178g)(55)は,藩 部関連の官職

には就いていない。 また乾隆43年 に満洲翻訳挙人となった正黄旗蒙古旗の

台斐音(?～1815)(56)は,同44年 に国子監助教 に就いた後,陳 西按察使,

陳西布政使,河 南按察使,湖 北布政使と中国内地の地方官を歴任 し,モ ンゴル・

チベ ット関連の官職 としては嘉慶15年 ～同17年 の間に庫倫辮事大臣に就い

たのみである(57)。文進士ありながらモ ンゴル語にも通暁 し,戸 部の主事 ・

員外郎,張 家口税務監督 理藩院内館監督 安徽省太平府知府などを歴任 し

た後,乾 隆末年～嘉慶朝に駐蔵P事 大臣,理 藩院の左右侍郎などをつ とめた
ヘニン

鍍黄旗蒙古の和寧(?～1820)(58)は,例 外的存在 といえる[村 上2003:PP・

39-40]。全体 として文科挙 ・満漢翻訳試験に関しては満洲旗人と蒙古旗人の

間に制度上の大 きな違いはな く,こ れに合格 した満洲旗人と蒙古旗人の間に

も任用 ・昇進のあり方に大きな相違は見られない。蒙古旗人は,満 蒙翻訳試

験等をへて理藩院 ・内閣等のモンゴル事務担当官員として任用されたか,そ

れ とも文科挙 ・満漢翻訳試験 をへてモンゴル事務の処理に携わらない六部等

衙門の官員に任用されたかで,そ の後まったく異なる官途を歩んだのである。

最後に,本 章で取 り上げたモンゴル事務専門家の蒙古旗人大官が,実 際に
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どの程度モンゴルのことを理解 していたかについて若干の考察を加えたい。

彼 らの能力 ・知識を具体的に知ることは困難であるが,少 なくとも旗人社会

の中では最高水準のモ ンゴル語能力 ・モンゴル関連の知識を有する人々で

あったことは間違いない。しかし,旗 人社会で生まれ育った(大 多数は北京の

生まれであろう)彼 らにとって,モ ンゴルの遊牧社会は決 して身近な存在では

なかった。ゆえにモ ンゴル語に通 じてはいても,対 モ ンゴル政策における皇

帝の意図や外藩モンゴルの人々の思考 ・習慣を十分に理解で きていないとい

う場合もあった。以下,そ の一例を示したい。

岡洋樹氏は,乾 隆28年 に庫倫辮事大臣の満洲大臣に就任 したフデ(福 徳)

という名の旗人官僚が,自 らは理藩院を管理する大臣であり,し かも 「モ ン

ゴル人」であると豪語 しなが ら,乾 隆帝の対ハルハ政策の本質やハルハ=モ

ンゴルの人々の習慣 ・性格をまったく理解 しておらず,傲 慢な振る舞いを繰

り返 し,結 局1年 もたたないうちに大臣職を解任されてしまったことを指摘

している[岡1992:pp.47-53]。 この 「フデ」 とは,前 述の鍍白旗蒙古旗人 ・

福徳である。福徳は理藩院司官 としての経験を有 し,モ ンゴル語にも通暁 し

ていたが,そ の彼をしてもこのようなあり様だったのである。この福徳のエ

ピソー ドは,理 藩院の蒙古官員の出身者であったとしても,対 モンゴル政策

における皇帝の意図やモンゴル事情 を深 く理解 していたとは限らず,事 務を

適切に処理できないこともあったことを示 している。ただ,モ ンゴル語能力

とモンゴル事務 に関する知識 ・経験 という点で,彼 らが一般の満洲旗人 ・蒙

古旗人よりも高いレベルにあったこともまた事実である。岡氏は,庫 倫辮事

大臣の蒙古大臣をつとめるトシェー ト=ハ ン傍系のサンザイ ドルジが,福 徳

に代わる満洲大臣にはもっと老練でモンゴル人の性格 を理解 している人を派

遣してほしいと要請 したのに対 し,乾隆帝が「そのような者はいない。いても,

またフデのようになる」と述べた ことを紹介 しているが[岡1992:p.53],

この言葉は,モ ンゴル事務専門家の福徳以上にモンゴル事情 を理解 している

旗人官僚などほとんどいなかったという当時の清朝の実情をよく表していよ

う。
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おわ りに

理藩院においてモンゴル事務の処理を担当したのは,主 に蒙古旗人の官員

であった。康煕中葉まで,理 藩院司官はすべて蒙古訣(蒙 古旗人を任用するポ

スト)と 位置づけられてお り,同 職への任官者の多 くは蒙古旗人であったと

推測される。理藩院では,雍 正5年 までに満洲司官が設置されるが,モ ンゴ

ル事務については蒙古司官が専門に処理することとされ,満 洲司官は満洲事

務の処理に携わった。

清朝は,理 藩院においてモ ンゴル語に通暁 した人員を確保するため,康 煕

朝以降 理藩院と六部等衙門の問における蒙古官員の人事交流を制限すると

いう方策をとった。康煕朝には,モ ンゴル語に通 じていない者が理藩院官員

になることを防ぐため,六 部等衙門の蒙古官員を理藩院で用いることを禁 じ

た。雍正朝に入ると,蒙 古旗人のモンゴル語能力低下が問題化 し,モ ンゴル

語に通 じた官員が理藩院から流出することを防ぐ必要が出てきた。そこで清

朝は,雍 正6年9月,満 蒙翻訳を担当する蒙古筆帖式 ・中書に任用 した者は

その後 も理藩院等のモンゴル事務担当官員として昇進させるようにし,六 部

等衙門の官員には昇進 ・転任 させない,ま た六部等衙門の蒙古官員に任用し

た者はその後 も六部等衙門の中で昇進させるようにし,理 藩院等のモンゴル

事務担当官員には昇進 ・転任させないという規定を定めたのである。その後

この規定は乾隆朝 ・道光朝において若干の改定が行われるが,そ の基本事項

については清末まで継承された。

こうして確立 した理藩院における蒙古旗人の任用 ・昇進体系は,モ ンゴル・

チベット関連の重要職務をになう人材の輩出システムとしても機能 した。理

藩院等のモンゴル事務担当官員として昇進を重ねた蒙古旗人の中か らは,納

延泰 ・博興 ・饗尚阿ら,理 藩院高官やモンゴル ・チベッ ト管轄の駐防官とし

て活躍するモンゴル事務専門家が多数輩出されたのである。旗人社会の中で

生まれ育った彼 らは,必 ず しもモ ンゴル事情について深い理解があったとは
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限らず,福 徳のように清朝皇帝の対モンゴル政策の方針や外藩モンゴルらの

思考 ・習慣を理解しておらず,職 務を適切に遂行できない者 もいた。しかし,

それでも彼らは,各 時期の旗人官僚層の中で最もモンゴル語に優れ,モ ンゴ

ル事務に通暁した人々であったことに変わりはなく,清 朝の対モンゴル ・チ

ベット政策における重要職務の担い手 として重 く用いられたのである。
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200670
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い く。

(6)『 清聖祖実録』巻2,順 治18年7月 乙卯[8日]条,参 照 。

(7)『 清聖祖実録』巻23,康 煕6年7月 癸丑[11日]条,参 照。

(8)清 朝の官制 では,満 洲 ・蒙古 ・漢軍の各旗人及 び漢人 に 「鋏」(ポ ス ト)を 割 り

当てる官鉄制が とられ,そ れぞ れの訣 は満 洲訣(満 鉄)・ 蒙古鉄 ・漢軍訣 ・漢鋏 と

称 された。清朝 は,各 機関の長官 ・次官 の下 で実務処理 を担当する官職(六 部で は

司官 や筆帖式 に相 当)に ついて満洲訣 ・蒙古訣 ・漢軍鋏 ・漢訣 を設定 し,原 則 と し

て満洲鉄 には満洲旗人,蒙 古IIIには蒙古旗 人,漢 軍訣 には漢軍旗人を任用 した。 ま

た訣 には,主 に宗人府等 に設 け られ た宗 室訣や内務府 に設け られ た包衣 鋏な ど も

あった。官訣制 に関して は[細 谷1999:pp.382-383]・[杜1997:pp.255-259],参 照。

(9)た だ し官制上で は,満 洲旗人が理藩 院司官に任 官す ることも可能 とされ てお り,

康煕 中葉 には満洲 旗人 が理 藩院 郎中 をつ とめ てい る例 も見 られ る[村 上2005:

pp.153-154]o

(10)康 煕朝 『大清会典』巻3,吏 部1,官 制1,理 藩 院条で4名 となっていた主事が

いつ7名 に増員 されたのかにつ いて は,管 見の史料上 か らは確認で きない。

(11)た だ,中 央機 関の官制 を記 した雍正朝 『大清会典』巻3,吏 部1,官 制1の 理藩

院条 には,理 藩院司官に満洲鉄 と蒙古鉄が存在 した ことは記されていない。 これ は

雍正朝 『大清会典』巻3が,康 煕朝 『大清会典』巻3の 体裁をほぼ踏襲 してい るこ

とに よる。康煕朝 『大 清会典』 巻3の 理藩 院官 制 に関す る記載 につい ては[村 上

2005:pp.156-157],参 照。

(12)乾 隆朝 『欽定大清会 典』 は一般 に乾隆23年 まで の記事 を収録 してい るが,藩 部

関係に関す る叙述 のみ乾 隆27年 まで及んでい る。 これ は,新 彊平定(乾 隆24年)

後の藩部 に関す る規 定を会典 に盛 り込 むための特別 の措 置であ った[山 根1993:
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p.491]o

(13)嘉 慶朝 『欽定大清会典事例』 巻17,吏 部,理 藩院条,参 照。

(14)光 緒朝 『欽定大清会典事例』巻20,吏 部,理 藩 院条,参 照。

(15)『清 聖祖 実録』巻281,康 煕57年9月 丙子[1日]条,参 照。

(16)本 稿で取 り上げる旗 人の うち,筆 者 が史料上で満洲語名 を確 認 している者 につい

ては,初 出の際 にフリガナ を附す。

(17)『 雍正朝内閣六科史書 ・吏科』 第44冊,雍 正6年9月8日,吏 部等衙門議政大臣

署吏部尚書傅爾丹等題。

(18)清 朝 は雍正5年10月,八 旗官学生の定員を1ニ ル1名 か ら毎旗満洲60名 ・蒙古

20名 ・漢軍20名 の計100名 に改めた。『八 旗通志初集』巻47,学 校志2,国 子監

八旗官学条,雍 正5年10月,康 親王等議覆,参 照。

(19)雍 正 朝 に蒙古旗人のモ ンゴル語能力低下が 問題 となったこ とに関 しては[Elliott

2001:p.9,379]・[葉2002:p.373,379]参 照 。

(20)各 口駅靖筆 帖式に関 しては,雍 正朝 『大清会典』巻8,吏 部6,官 制6,満 鋏 除

選条に 「およそ口外駅靖筆帖式 は,康 煕五十八 年に覆准す ら く,張 家ロ ・外 蒙古の

駅靖筆帖式には蒙古旗分 のモンゴル字 を識 り筆帖式に用 いるべ き人 を一名任用する

(凡口外駅靖筆帖 式,康 煕五十八年覆准,張 家 ロ ・外蒙古駅靖筆 帖式,将 蒙古 旗分

識蒙古字応用筆帖式 之人,補 用一員)」 とあ り.こ こか ら清朝が張家 口お よびモ ン

ゴルの駅靖筆帖式にモ ンゴル語 に通 暁 した蒙古旗人 を任 用する ように して いたこと

が わか る。

(21)内 閣蒙古中書は内閣において満蒙翻訳 を担当す る官員,国 子監蒙古助教 は国子監

の八旗官学でモ ンゴル語教 育を担 当す る官員で ある。

(22)雍 正帝は議覆提 出の2日 後 の同月10日 にこれを裁可 した。 『雍正朝内閣六科 史書 ・

吏科』 第44冊,雍 正6年9月8日,吏 部等衙 門議政大 臣署吏部 尚書傅 爾丹等 題,

参照。

(23)雍 正13年 までの記 事 を含 む 『八旗通志 初集』 に収録 され ている満洲 ・蒙古 ・漢

軍の各旗人 の任 官規定(巻43,満 訣除選条;巻44,蒙 古訣 除受陞補 条 ・漢軍鉄除

授陞補条)で は,監 生 ・官学生 が筆帖式 として任官す る先の衙 門を特 に限定 してい

ない。

(24)光 緒朝 『欽定大清会典事例』巻39,吏 部,満 洲鐙 選,考 試満洲蒙古 経訳条,参 照。

(25)『満漢名 臣伝』巻42,納 延泰列伝,参 照。

(26)趙 翼 『管曝雑記』巻1,軍 機処条,参 照。

(27)翻 訳生員 は,翻 訳 科挙 中の童試(翻 訳童試)の 合格 者 に与 えられる資格 である。

翻訳科 挙には漢語 を満洲語 に翻訳す る満洲翻訳科 と満洲語 をモンゴル語 に翻訳する

蒙古 翻訳科 があ り,蒙 古旗 人はどちらの試験 も受けるこ とが できたが,理 藩院蒙古

筆帖 式 に任 用 され る ことに なって いた のは蒙古 翻訳科 の合 格者 で あった[村 上

2002:p.65]。 したがって博興 も,蒙 古翻訳童試の合格者 であった と推定 される。
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(28)「清 国史館 伝包 ・伝稿 」3649,博 興列伝,参 照。

(29)奏 尚阿 の履歴 は,『清 史列伝』巻52,饗 尚阿列伝,参 照。

(30)饗 尚阿の肩書 きに 「管理藩 院事務」 が含 まれてい る最 も遅 い時期 の文書 として,

筆者 は 「軍機処棺摺件 」文献編号079608,道 光27年ll月 初3日 の奏摺(肩 書 き

は 「管理藩院事務戸部尚書」)の 存在 を確認 している。道光21年4月 か らこの時期

まで,奏 尚阿は一貫 して理藩 院事務 を管理する立場 にあった。

(31)包 桂芹氏 は,特 古試 を 「清代蒙古官吏」の一 人である としてい るが,彼 がいずれ

の旗 に所属 していたかは明記 してい ない[包1995:pp.85-86]。

(32)『清聖祖実録』 巻272,康 煕56年4月 戊戌[14日]条,参 照。

(33)『康煕起居注』康 煕56年4月11日 条。

(34)楊 嘉銘氏 は僧格 を 「正 白旗蒙古 」 とするが[楊1988:p.316],出 典は示 していな

いo

(35)『清世宗実録』 巻113,雍 正9年12月 丙申[7日]条,参 照。

(36)僧 格 の履歴 に関 して は 『明清棺 案』 第80冊,AO80-039,乾 隆3年3月 初6日 の

僧格の上奏を参照。

(37)衆 佛保の旗籍 については 『西寧府新志』巻24,官 師志,西 寧府条,参 照 。

(38)『清世宗実録』 巻12,雍 正元年10月 乙丑[19日]条,参 照。

(39)『清世宗 実録』 巻44,雍 正4年5月 庚 申[29日]条;同 巻126,雍 正10年12月

庚午[17日]条,参 照。

(40)『西寧府新志』 巻24,官 師志,西 寧府条,参 照。

(41)『清世宗実録』 巻126,雍 正10年12月 庚 午[17日]条,参 照。
オ ヨン ゴ サ ラ ル

(42)乾 隆20年12月10日 の上諭 で,乾 隆帝 は,班 第 ・那容安 ・薩嘲爾 に対す る評価

として 「班第は性格 が1真重す ぎ,度 量が小 さく,細 事 に親 しむことを好む。署熔 安

は大局 をわかっているが,モ ンゴル語がで きず,一 たび機密の計画 に応 じる ときに

深 く理解で きない。頗 る漢 人の悪 しき習慣があ る。薩嘲爾 はジュ ンガルにあって,

例えるな ら内地王府 の長吏 ・護衛のた ぐいにす ぎない(乃 班第為人過於謹慎,気 局

狭小,好 親細事。那容安難 尚知 大体,而 不能通蒙古語。一応機密等 画,未 能洞悉,

頗有漢人習気。至薩嘲爾在 準鳴爾,警 之内地王府長吏護衛 者流耳)」と述べている(『清

高宗実録』巻502,乾 隆20年12月 戊 申[10日]条)。 署B容安は鍍藍旗満洲の人で,
オ ル タ イ

大学士 郭爾泰 の子 に して進士 出身であった(『満漢名臣伝』巻44,那 容安列伝,参 照)。

薩嘲爾 はジュンガルか ら清朝 に帰順 した人物である(『 満漢名臣伝』 巻43,薩 嘲爾

列伝 参照)。 この上諭 で乾隆帝が弩熔 安 についてのみモ ンゴル語がで きないと述

べたのは,班 第 と薩劇爾 はモ ンゴル語に通 じ,満 洲旗 人の郡容安だけがモ ンゴル語

を解 さなかったためだと考 えられる。

(43)『 平定準鳴爾方略』(満 文)正 編,巻6,乾 隆20年 正 月丙 申[22日]条 。

(44)『 平定準幅爾方略』(満 文)正 編,巻26,乾 隆21年4月 辛丑[4日]条 。

(45)伍 勒穆集 の旗籍 につ いては,『欽定 国子監志』巻45,官 師志5,官 師表,兼 管監
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事条,参 照。

(46)『清 高宗実録』巻675,乾 隆27年11月 丙戌条[28日],参 照。

(47)『 清高宗 実録』巻737,乾 隆30年5月 壬 寅[28日]条;『 欽定 国子 監志』 巻45,

官 師志5,官 師表,兼 管監事条,参 照。

(48)『清 高宗実録』巻891,乾 隆36年8月 戊子[20日]条,参 照。

(49)福 徳に関 しては,『清 高宗実録』巻891,乾 隆36年8月 戊子[20日]条 に 「軍機

処行走 の署理藩 院侍郎 の福徳 は,今 すでに侍郎 に任用 した(軍 機処行走署理藩院侍

郎福徳 現已補授侍郎)」 とあ る。 この記載 か ら,乾 隆36年 に理藩院侍郎 となった

福徳 を,乾 隆13年 に理藩院員外郎か ら軍機 章京 となった鑛 白旗蒙古の福 徳(『枢垣

記略』巻16,題 名2,満 洲軍機章京条)に 比定 できる。

(50)『 清高宗実録』巻892,乾 隆36年9月 丁未[10日]条 。

(51)伯 昆については,『枢垣記略』 巻16,題 名2,満 洲軍機章京条 に 「正黄旗蒙古人,

乾隆十七年口 月,理 藩 院筆帖式 よ り任用す る。布政使 に至 る(正 黄旗蒙古人,乾 隆

十七年口月由理 藩院筆帖式充補。至布政使)」 とある(口 は空 白)。 また 「清国史館

伝 包 ・伝 稿」333x2,伯 昆伝稿 には,伯 昆 が軍機処 の職務 に従事 していた こと,湖

北布政使 ・庫倫辮事大 臣をつ とめ たことが記 されている。 これ らの記載か ら,庫 倫

辮事大臣をつ とめた伯昆が正黄旗蒙古の人で,理 藩院筆 帖式 出身であ った ことがわ

かる。

(52)「 清国史館 伝 包 ・伝稿」333(}Z,伯 昆伝稿,参 照。

(53)『 清高宗実録』 巻721,乾 隆29年10月 丙申[18日]条 。

(54)『 満漢名臣伝』 巻37,夢 麟列伝,参 照。

(55)『 国朝書献類徴 初編』 巻96,嵩 貴伝,参 照。

(56)台 斐音 が満洲翻訳挙人であ った ことについては 『欽定八旗通志』巻107,選 挙志6,

八旗科第題名5,歴 科縮訳挙 人題名,参 照。

(57)『 国朝書献類徴初編』 巻191,台 斐音伝,参 照。

(58)『 国朝書献類徴初編』 巻100,和 瑛伝,参 照。


